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令和４年本別町議会第５回臨時会会議録  

令和４年１１月２９日（火曜日） 午前１０時００分開会  

───────────────────────────────────────── 

○議事日程  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第６３号 常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第 ６ 発議第 ３号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 

日程第 ７  議案第６４号 令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）につ

いて 

日程第 ８  議案第６５号  令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ９  議案第６６号  令和４年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第１０  議案第６７号  令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算

（第５回）について 

日程第１１  議案第６８号  令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）

について 

日程第１２  議案第６９号  令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第１３  議案第７０号  令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第２回）に

ついて 

日程第１４  議案第７１号  令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第５回）について 

日程第１５  議案第７２号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 

───────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第６２号 職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第６３号 常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正に
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ついて 

日程第 ６ 発議第 ３号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 

日程第 ７  議案第６４号 令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）につ

いて 

日程第 ８  議案第６５号  令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ９  議案第６６号  令和４年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第１０  議案第６７号  令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算

（第５回）について 

日程第１１  議案第６８号  令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）

について 

日程第１２  議案第６９号  令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第１３  議案第７０号  令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第２回）に

ついて 

日程第１４  議案第７１号  令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第５回）について 

日程第１５  議案第７２号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名）  

議 長 １２番 篠 原 義 彦 副議長 １１番 柏 崎 秀 行 

 １番  宮 本 やよい  ２番 加 藤 徹 己 

 ３番 丑 若 浩 行  ４番 水 谷 令 子 

 ５番 梅 村 智 秀  ６番 石 山 憲 司 

 ７番 藤 田 直 美  ８番 方 川 一 郎 

  ９番 高 橋 利 勝  １０番 阿 保 静 夫 

───────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名）  

     

───────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名  

町 長 佐々木 基 裕 副 町 長 村 本 信 幸 

会 計 管 理 者 藤 野 和 幸 総 務 課 長 三 品 正 哉 

保 健 福 祉 課 長 長 屋 和 幸 住 民 課 長 倉 崎 景 一 

建 設 水 道 課 長 加 藤  勉 老 人 ホ ー ム 所 長 前 佛 清 治 
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国 保 病 院 事 務 長 松 本 秀 規 建 設 水 道 課 主 幹 小 出 勝 栄 

総 務 課 主 査 石 川 雅 康 教 育 長 高 橋 哲 也 

代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋   

───────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 中 川 雅 之 総 務 担 当 主 事 今 井 綾 香 
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開会宣告（午前１０時００分）  

─────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告  

○議長（篠原義彦） ただいまから、令和４年第５回本別町議会臨時会を開会します。  

─────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（篠原義彦） これから本日の会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（篠原義彦） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、柏崎秀行議員、梅村智秀議

員及び宮本やよい議員を指名いたします。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件  

○議長（篠原義彦） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。  

 お諮りします。  

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思いますけれども、御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日１日間に決定をいたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告  

○議長（篠原義彦） 日程第３ 諸般の報告を行ないます。  

 報告第１２号専決処分報告。令和４年度本別町一般会計補正予算（第１４回）につい

て報告を求めます。  

三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 報告第１２号専決処分報告。  

 令和４年度本別町一般会計補正予算（第１４回）につきまして、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告をい

たします。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０万２ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億７ ,４８６万４ ,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお開きください。  

上段の１、歳入でありますが、１７款１項１目寄付金、１節総務費寄付金２ ,０００円

の増額補正は、公共施設等整備基金として本別町にお住まいの匿名の方からの指定寄付

金、４節教育費寄付金４０万円の増額補正は、図書購入費として本別町南３丁目税理士
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法人ＴＡＰ様から２０万円、児童生徒用生理用品購入費として本別町にお住まいの匿名

の方から２０万円の指定寄付金でございます。  

 下段の２、歳出でありますが、２款総務費、１項総務管理費、１４目基金費、２４節

積立金２ ,０００円の増額補正は、寄付者の意向により公共施設等整備基金に積み立てる

ものであります。  

 その下、１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１０節需用費、学校管理用

消耗品費７万２ ,０００円及びその下、３項中学校費、１目学校管理費、１０節需用費、

学校管理用消耗品費１２万８ ,０００円の増額補正は、寄付者の意向により児童生徒用の

生理用品を各小中学校のトイレに備え付けるための費用を計上するものであります。  

その下、４項社会教育費、３目図書館費、１７節備品購入費２０万円の増額補正は、

寄付者の意向により館内図書を購入するものであります。  

以上、簡単ではございますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。  

次に、報告第１３号専決処分報告。令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正

予算（第４回）について報告を求めます。  

 前佛老人ホーム所長。  

○老人ホーム所長（前佛清治） 報告第１３号専決処分報告。  

 令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）につきまして、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定

により報告いたします。  

予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億５ ,２９１万２ ,０００円とするものであります。  

 それでは事項別明細書により御説明させていただきます。  

３ページ、４ページをお開きください。  

上段の１、歳入ですが、３款１項１目寄付金、１節指定寄付金２３万円の増額補正は、

本別町○○○○○○○にお住まいの○○○○様から５万円の寄付を、本別町○○○○○

○○○○に住まわれておりました故○○○○様から２万円の寄付を、匿名の３人の方か

ら１６万円の寄付をいただいてございます。  

 下段の２、歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費

のうち寄付者の意向によりまして、１０節需用費、消耗品費、調理室用といたしまして、

利用者食事用のお皿及び湯飲みの購入７万９ ,０００円、及び１７節備品購入費、施設等

備品といたしまして、車椅子１台の購入３万５ ,０００円、コールマット２台の購入８万

円、プリンター１台の購入３万６ ,０００円に充てるものであります。  

 以上、専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。  

次に、報告第１４号専決処分報告。令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正
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予算（第４回）について報告を求めます。  

松本病院事務長。  

○国保病院事務長（松本秀規） 報告第１４号専決処分報告。  

 令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４回）につきまして、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定

により報告いたします。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 補正の内容は、第２条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収

入では、第１款資本的収入、第７項寄付金を５万円増額補正し、資本的収入の総額を９ ,

５９６万円とするものであります。内容は、本別町○○○○○○○○○に住まわれてお

りました故○○○○様から５万円の寄付金を受け入れたものでございます。  

 支出では、第１款資本的支出、第３項投資を５万円増額補正し、資本的支出の総額は

１億２ ,９７８万８ ,０００円となりますが、寄付者の意向により医療施設等整備基金に

積み立てることといたしました。  

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては、省略させてい

ただきます。  

 以上、専決処分報告といたします。  

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。  

次に、監査委員から令和４年９月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありま

した。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので御了承願います。  

 これで諸般の報告を終わります。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第６２号  

○議長（篠原義彦） 日程第４ 議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

三品総務課長  

○総務課長（三品正哉） 議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。  

 本案につきましては、人事院の給与の勧告に伴い、一般職職員の給料月額に支給額改

定等の必要が生じ、職員組合の合意を得ましたので提案をするものであります。  

 人事院勧告の概要でありますが、１点目といたしまして、給与改定につきましては、

民間給与との較差０．２３％を埋めるため、採用職員の初任給を大卒程度で３ ,０００円、

高卒程度で４ ,０００円引き上げ、２０歳代半ばに重点を置き、３０歳台半ばまでの職員

が在職する号俸について平均改定率０．３％を引き上げるものであります。  

２点目につきましては、勤勉手当の改定につきまして、勤勉手当を０．１か月分引き

上げ、年間の期末勤勉手当の支給月数を４．３か月から４．４か月とする内容でありま
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す。  

 実施時期につきましては勧告どおり、給料の改定は令和４年４月１日に遡及し、勤勉

手当の改定につきましては令和４年１２月１日から適用するものであります。  

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。  

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  

第１条、職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第４号）の一部を次のように改正

する。  

 第１５条の３第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１０５」に改め、同

項第２号中「１００分の４５」を「１００分の５０」に改める。  

 これは一般職の勤勉手当につきまして０．１か月分、再任用職員の勤勉手当につきま

して０．０５か月分を引き上げる改定であります。  

別表第１並びに別表第２イ及びウを次のように改める。  

別表第１（第３条関係）別添。  

別表第２（第３条関係）イ、別添。  

別表第２（第３条関係）ウ、別添。  

 これは、初任給を先ほど御説明させていただきましたとおり、３ ,０００円から４ ,０

００円新卒で引き上げ、新卒の採用で３０歳台半ばまでの職員が在職する号俸につきま

して平均で０．３％引き上げる改定であり、別表での説明は省略をさせていただきたい

と思います。  

第２条、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

 第１５条の３第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１００」に改め、

同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の４７．５」に改める。  

これは、一般職の勤勉手当０．１か月分の改定につきまして、令和５年４月１日から、

６月、１２月支給分にそれぞれ０．０５か月を振り分け、再任用職員の勤勉手当０．０

５か月分の改定につきまして、令和５年４月１日から、６月、１２月支給分にそれぞれ

０．０２５か月を振り分け、支給月数を均等に振り分ける改定であります。  

附則。  

この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。ただし、第１条

中第１５条の３の改正規定は令和４年１２月１日から、第２条の規定は令和５年４月１

日から施行する。  

 なお、この改正に伴います令和４年度の影響額は、全会計で１ ,３１３万５ ,０００円

増となり、その内訳につきましては、給与改定によるものが全会計で３９２万３ ,０００

円、うち一般会計につきましては２５８万１ ,０００円、勤勉手当につきましては全会計

で９２１万２ ,０００円、うち一般会計で３９０万４ ,０００円の増額となる見込みであ

ります。  

 以上、議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正についての提案説明とさせて

いただきます。  
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 よろしく御審議をお願いをいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは議案第６２号についてお伺いをいたします。  

まず１点目でございますが、御説明いただいたとおり令和４年度勧告の骨子といたし

まして、初任給及び３０代半ばまでの俸給月額を引き上げということでございました。

これら若手への処遇改善としては評価できるところでありますが、いわゆる勤勉手当、

ボーナス等も引き上げということでございます。本提案によって影響を受ける本町職員

の年代というものについてお伺いをいたします。  

２点目でございます。人事院勧告なるものは、いわゆる中小零細企業とは異なる５０

人規模以上の事業所等を調査し、民間と国家公務員の賃金格差を埋めるためなどに勧告

がなされるものでございますが、地方公共団体はそれぞれの地域の実情や都道府県の人

事委員会などにより改めて検討されるものであると思料するところでございます。  

そこで本提案に際しまして、本町においては町内事業所や団体等、本町役場との賃金

格差についてはどのような調査を行なったのか、その結果と併せてお伺いをいたします。 

３点目でございます。このたび人事院勧告に伴いまして、人事院の総裁談話というも

のも発せられているところでございますが、本町といたしましては提案に際しまして、

この談話をどのように受け止め対応をなされるのか具体的にお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） ただいまの御質問でありますが、まず本町職員の影響を受け

る年代についてでございますが、基本的に手当の改定につきましては全職員が対象にな

りますので全職員になります。給与の月額につきましては、高卒新卒におきましては、

基本的に本町におきましては３２歳までの職員が該当になることとなりますが、ただ採

用の時期によりまして若干この辺変更がありますので、おおむね４０歳代ぐらいまでの

方で影響のある方はいらっしゃいますが、基本的には高卒新卒において３２歳までの職

員が今回の給与改定の対象になる職員ということとなっております。  

２点目の本町における賃金の調査でございますが、本町におきましては行なってござ

いません。  

３点目の談話についてでございますが、申し訳ありません、私深くこれ読んでござい

ませんが、基本的には人事院勧告で出されたものにつきましては民間格差について埋め

るべく調査をされているものでございますので、これにつきましては本町におきまして

は、基本的に給与につきましては人事院勧告を基に給与改定をさせていただいておりま

すので、それに沿った形で今回につきましても提案させていただいているところでござ

います。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） １点目のお伺いでございます。改めてのお伺いでございますが、

つまりは勤勉手当、いわゆるボーナスを含めると若手職員のみならず全年齢の職員が対

象となるという理解でよろしいのかお伺いをいたします。  
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２点目でございますが、本町においては町内事業所等との役場との賃金格差について

調査を行なっていないという御答弁でございましたが、先ほど来述べたとおり、人事院

勧告なるものはそもそも国家公務員を対象としたものでございます。私の認識が誤って

いないのであれば、各地方公共団体がそれぞれの実情に応じて各議決を経て決定をして

いくというものでございますので、本町においては特段その本町の実情、事情というも

のを調査する必要性はないというお考えから、そうした役場と民間との格差というもの

をお調べになっていないのか、そのなぜ調査等を行なわなかったのかその理由について

お伺いをいたしますのと、また調査を行なっていないということでございますが、本町

役場と町内事業者、民間との格差についてはどのように捉えた上での御提案なのか、お

伺いをいたします。  

３点目のお伺いでございます。人事院勧告についてでございますが、これあの人事院

勧告というものはいわゆるこの給料の増額減額においてのみだとお考えなのか、改めて

お伺いをいたします。というのも人事院総裁談話等について把握をされていないという

ことでございますので、人事院勧告というものをなんたるやというように捉えた上での

御提案なのか、改めて町としての御認識をお伺いいたします。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） まず１点目の御質問でございますが、今回の改定につきまし

ては勤勉手当の改定もございますので全職員が対象となってございます。  

２点目の御質問でございますが、こちら令和２年度の人事院勧告に伴う給与改定のと

きにも答弁させていただいておりますが、総務省が主管します地方公務員の給与等に関

する専門家会合の取りまとめ、こちら平成２２年２月に出されているものでございます

が、こちらにおきまして現行制度の下で独自の民間給与水準の調査コストを費やすこと

につきましては、市町村ごとにサンプル数に限界があり、正確な比較に課題があること、

費用対効果の面でも必ずしも民間の理解が得られるものではないと考えられることから

すれば、都道府県人事委員会の調査結果を参考にすることが合理的なものとされており

ますので、これに基づきまして本町につきましてはこちらのほう参照してるところでご

ざいます。  

また地方公務員法におきましても、職員の給与につきましては、国及び他の地方公共

団体の職員並びに民間事業者の給与、その他の事情を考慮して決めるものとされている

ことから、町といたしましてもこれらが十分に反映されている人事院勧告に基づき、今

後につきましても給与改定を行なっていくことが適切であると判断をしてるところでご

ざいます。  

３点目、人事院勧告についてでございますが、人事院勧告につきましては当然給与の

みならず働き方、国家公務員のあるべき姿について人事院勧告で出されていることは承

知してございます。今回提案させていただいておりますのは、その中におきまして給与

の勧告についての改定について提案をさせていただいております。それら人事院から出

されたものにつきましては、日々の業務ですとか、また今後の、来年度に向けての本町

の行政体制につきましては、そういったものも十分に考慮しながら行なっていくものと
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捉えております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 議長、議事進行に関する発言です。  

２点目の質疑でございますが、調査等を行なわない理由については御答弁をいただい

たところでございますが、調査を行なっていないが役場と民間との、町内民間事業者と

の格差についてはどのように捉えているかという問いに対してのお答えをいただいてお

りませんので、しかるべき措置をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 申し訳ありません、答弁が漏れておりました。  

町内事業所との格差についてどのように捉えているかということでございますが、先

ほどお話ししたとおり、町内事業所における調査等を行なっておりませんので、民間事

業所との比較については今この場でお答えできる差額等については承知してございませ

ん。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは改めてのお伺いでございます。  

最後にお伺いをいたしました人事院の総裁談話についてでございますが、御答弁いた

だいたとおり、こちら働き方等についても言及されているところでございます。  

今回令和４年の８月８日の総裁談話においては、いわゆるその人事評価制度の運用で

あるとか人事評価制度の見直しといったようなところに言及がされているところで、も

って個々の職員の意欲と能力を引き出し、最大限の組織パフォーマンスを発揮するため

とされているところでございますが、これらについてはその次年度において検討・考慮

というような御趣旨の御答弁でございましたが、本提案に際しましては何ら検討・考慮

等がなされてはいないというような理解をしてよろしいのか、なされていたのであれば、

具体的にどのような検討・協議がなされていたのかという点について御答弁を求めます。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 人事評価制度につきましては、本年につきましては評価者研

修ということで評価をする側の人間の研修を行ないまして、現在評価のすり合わせ、評

価をする人間によって、その下につく人間の評価にばらつきが出てしまうとこれまた公

平感欠くことになりますので、評価のすり合わせを行なっているところでございます。

今その段階になっておりまして、現状、来年度からどうするっていう話し合いについて

はまだ行なわれていないのが現状でございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほかございませんか。  

 これで質疑を終わります。  

 こらから討論を行ないます。  

 まず原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員、御登壇ください。  

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改

正について、反対の立場で討論を行ないます。 
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先ほどの質疑で述べたとおり、人事評価制度というものにおいて、この北海道内にお

いては、いわゆる勤勉手当、ボーナス等にこの人事評価を反映させるというものにつき

ましては、昨年の４月１日時点においては、道内１７９市町村中５７町村で既に行なわ

れていると。管内においては、帯広市も管理職には既に採用されているものを一般職に

も採用するということが報道されたところは記憶に新しいところでございます。 

御説明いただいたとおり、初任給及び若手を中心といたしました俸給月額を引き上げ

するという点につきましては、若手職員への処遇改善、これからの優秀な人材確保のた

めにはとても評価ができるところではあります。 

給料と待遇を良くする人への投資については、伴って町への貢献、町民の利益と福祉

に資するものになりうるという点については、全くもって異論はありません。 

しかるに御答弁からも判明したとおり、本町の現況においては頑張りが報われる人事

評価制度がなく、つまりはやってもやらなくても変わらない。それで誰にやる気という

ものが湧いてくるのか、笑顔というものが生まれてくるのか甚だ疑問であります。 

前町政下において、私自身見受けられた職員の抑圧感というもの、こうしたものは薄

らいでいると感じるものの、新しい本別町政において、新しい役場体制の構築には未だ

光を感じることはできません。ここで今一歩踏み込んだ改革が必要であります。 

管理職、一般職を含め人事評価結果を勤勉手当、いわゆるボーナス等へ反映させる制

度の構築が早急に求められており、それらがなされていない現況において、昨年と比し

て給与増額となる本提案には反対をいたします。 

もって、株式会社本別町たる民間感覚を取り入れるべきであります。 

議員諸兄姉の御賛同を賜りたくお願い申し上げ、討論を閉じさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 高橋議員、御登壇ください。  

○９番（高橋利勝）〔登壇〕 賛成の立場から討論をさせていただきます。  

人事院勧告については、公務員の労働基本権が制限をされていることから、国として

人事院を設け、給与等については人事院勧告でもってその対応をするということで設置

されたものでございまして、今日までその人事院勧告により働く公務員、国家公務員、

地方公務員の皆さんの賃金等については、それぞれの自治体の労働組合との交渉を踏ま

え提案をし、決定をしているところでございます。  

ただいまそのいわゆる人勧で、人事院で民間との基準の比較が地方ではそのような方

向にはなっていない、そのような状況ではないというお話がありましたが、ただいま答

弁がありましたように、そのそれぞれの自治体でそういった比較をし、決定をするとい

うことになれば、これは合理的に大変難しい問題があって、全国的にそういう状況には

ならないということから、人事院勧告として全国統一ということで行なっています。  

また、それぞれの職員に対する要望や、職員といいますか、本別町役場として、この

人事院勧告をどう受け止めていくかということは、職員組合と話をして確認をしている

ところでございますから、そういう意味では私は職員にもこの勧告については受け入れ

られていると思っています。  
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したがいまして、今回の人事院勧告については、私は実施をするということについて

は賛成をいたしますので、皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

 丑若議員、御登壇ください。  

○３番（丑若浩行）〔登壇〕 第６２号に反対する立場で討論を行ないます。 

頑張っている職員の皆さんに、給与という形で報いたいという気持ちは十分持ってお

ります。 

しかしながら、本町の財政事情を鑑みても、今現在給与の引き上げは町民の皆様の理

解を得られるとはとても思えません。 

しかしながら、実力を有する者、能力の高さを示す者にはそれなりの厚遇を与えてい

くべきだと考えます。その点でも人事管理制度などの導入など、外部に開かれたものに

していくべきであると思います。 

以上の観点から、今回は一度見送って、人事評価制度の導入など改革を伴った条例の

改正を目指すべきであると考えます。 

議員諸氏の御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 藤田議員、御登壇ください。  

○７番（藤田直美）〔登壇〕 議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正について、

賛成の立場で討論いたします。 

人事院総裁談話にもあるように、社会情勢が急速に変化し、行政課題は複雑化、高度

化しております。その中にあって、行政を支える公務組織、能率的で活力のある組織で

あり続けなければなりません。能力のある多様な人材を継続的に採用し、一人一人が意

欲とやりがいを持って生き生きと働き続けられる職場環境を整えることが不可欠だと考

えます。 

人事院勧告制度は、情勢適応の原則に基づき、適正な処遇を確保するものです。今回

の勧告に関しましては、３年ぶりに月例給、ボーナスともに引き上げ、民間給与との格

差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げ、また手当等、民間の支給状

況を踏まえて勤勉手当に配分するというポイントとなっております。職員に適正な給与、

その他勤務条件を確保することは人材確保にも資するものであり、組織活力の向上、行

政の効率的、安定的な運営に寄与するものと考えます。 

よって、本案に賛成をいたします。 

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで討論を終わります。  

 これから、議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。  
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この採決は、起立によって行ないます。  

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（篠原義彦） 起立者８人。  

よって起立多数です。  

 お座りください。  

したがって、議案第６２号職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第６３号  

○議長（篠原義彦） 日程第５ 議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部

改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

本案につきましては、人事院の給与に関する勧告に伴う一般職職員の勤勉手当支給月

数の改定を鑑み、常勤特別職の期末手当についても改正するため提案をするものであり

ます。  

改定の概要でありますが、期末手当の年間支給月数を０．１か月引き上げ、総支給月

数を４か月から４．１か月とする内容であり、この改正に伴う影響額につきましては１

９万２ ,５００円を見込んでおります。  

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。  

常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。  

第１条、常勤特別職の給与及び旅費に関する条例（昭和４２年条例第３４号）の一部

を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の２００」を「１００分の２１０」に改める。  

これは期末手当につきまして０．１か月引き上げる改定であります。  

第２条、常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。  

 第６条第２項中「１００分の２１０」を「１００分の２０５」に改める。  

これは、期末手当０．１か月分の改定につきまして、令和５年４月１日から、６月、

１２月支給分にそれぞれ０．０５か月を振り分ける改定であります。  

附則。  

この条例中、第１条の規定は令和４年１２月１日から、第２条の規定は令和５年４月

１日から施行する。  

以上、議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての提

案説明とさせていただきます。  
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よろしく御審議をお願いをいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは本提案による常勤特別職に限定してですよ、常勤特別職

の影響額とその年額についてそれぞれお伺いをいたします。  

また２点目でございます。この常勤特別職の給与というものについてでございますが、

この常勤特別職の給与は、いわゆるこの生計費や民間賃金の上昇等に相応して決定され

る一般職の職員の給与と性格は同じであるというような御認識の下の御提案となってい

るのか御見解をお伺いいたします。  

３点目でございます。常勤特別職の給料が実質上増額となるわけでございますが、こ

ちら条例等に基づき報酬等審議会を組織し諮問するべきであるというような御見解があ

るとも思料するところでございますが、本提案前については、これらについてはどのよ

うな対応となっているのかお伺いをいたします。  

４点目でございます。昨今のコロナ禍、諸物価高で農商工業者、高齢者、子育て世代

を含める多くの町民が疲弊し影響を受けているところでございますが、その中で特別職

の給与増額というものについては、町民理解が得られるとお考えなのか、その論拠とと

もにお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） まず１点目の影響額でございます。  

まず町長でございますが、今回の改定によりまして、手当が７万４ ,７００円の増額で

す。副町長につきましては６万１ ,６００円、教育長につきましては５万６ ,２００円の

増額となっております。  

年額ですけれども、手当年額でございますが、町長につきましては改定前が２９８万

８ ,０００円が改定後３０６万２ ,７００円、副町長は改定前２４６万４ ,０００円、改定

後が２５２万５ ,６００円、教育長が改定前２２４万８ ,０００円、改定後につきまして

は２３０万４ ,２００円ということになってございます。  

こちら特別職の給与の性格でございますが、基本的に特別職につきましても生活給と

しての位置づけがあるものと捉えておりますので、一般職員と同等の取り扱いになるも

のと捉えているところでございます。  

報酬等審議会の対応でございますが、本町の報酬等審議会につきましては、月額給与

を変更する場合について報酬等審議会のほうに諮問をする形になってございますので、

今回の月数変更につきましては諮問はしてございません。  

特別職の給与、町民に理解得られるものかということでございますが、先ほども御答

弁したとおり、特別職におきましても生活給としての色が濃いものでございますので、

職員と同様の考え方で理解を得られるものと捉えているとこでございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは改めましてお伺いをいたします。  

２点目にお伺いをいたしました常勤特別職の給与についての性格、一般職員と同一の
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ものであるかという点についてでございますが、生活給との性質が強いというような御

趣旨の御答弁でございました。  

これらにつきまして過去でございますが、自治省の行政局公務員部長通知というもの

こちらにおいては、特別職の報酬等はその職務の特殊性に応じて定められるべきもので

あって、生計費や民間賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とはおの

ずからその性格を異にし、またその額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定

めるべきものであるというようなことが通知されてございますが、こうしたものの見解

とは異なる見解であるということなのか改めてお伺いをいたします。  

また３点目にお伺いした点でございますが、いわゆるその報酬等審議会を組織し諮問

するという点についてでございますが、月数の変更だからということでございますが、

実質上の増額となるわけでございます。これあの条例の中においては、当然のことなが

ら第２条の２項においては町長が特に必要があると認めたときは前項に掲げるものの報

酬等について審議会の意見を聞くことができると定められているところでございますが、

今回の実質上の増額に際しても、それらの必要性はないとお考えなのか改めてお伺いを

いたします。  

４点目にお伺いした点でございますが、２点目にお伺いした点とちょっと関連してく

るところもございますが、これら今回の影響額の部分だけでお伺いを述べさせていただ

くと、いわゆる手当で３０６万円強でございますか、これらをもってその生活給という

もので、その改定前であっても２９８万円強でございますか、これら金額等も考えてで

すよ、考えてみて改めて生活給での性質というものが強く、町民理解を得られるとお考

えなのか。先に述べたように、その職務の特殊性とかっていうものについてこうした私

の私見ではその高額な手当が設定されているのではないかと思うんですが、手当だけで

この金額、いわゆる給与というものも含めていくと当然のことながら１ ,０００万円を超

えてくると、また４年の任期ごとに１ ,５００万円前後のその退職金というものも定めら

れている中で、改めてしつこい、くどいようでございますが、職務の特殊性というもの

に応じて定められているものではなくて、生活給としての御認識なのか改めてお伺いを

いたします。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） まず一番最初の特別職の報酬についての考え方について述べ

られましたが、基本的にこちらにつきましては、非常勤特別職の報酬について述べられ

ていることでありまして、今回提案させていただいているのは常勤特別職なので、常勤

特別職については先ほど申し上げましたとおり生活給としての意味合いもあるという観

点から、給料という形で条例として定めさせていただいているところでございます。  

ですから、先ほど申されておりました自治省見解、全てが当てはまらないとは考えて

おりませんが、基本的には非常勤特別職の方に対する報酬の考え方について述べられて

いるものと捉えているところでございます。  

実質の増額になるが報酬等審議会については必要ないのかという考え方でございます

が、基本的にこれまでも給与の月例給与の改定のときにつきましては、報酬等審議会を
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開催していただきながらその都度審議員に諮っていただいておりますが、先ほどから申

しているとおり生活給の意味合いの強い給与形態になるということでございますので、

今回の手当の改定月数につきましては、額を変更する場合については当然審議会にかけ

なければならないものとは捉えておりますが、月数の変更につきましては職員給与に鑑

みてさせていただいて、これまでもさせていただいていたところでございます。  

金額について高いのか安いのかということでの御質疑かと思いますが、こちらにつき

ましては、町長、副町長、教育長という職責から考えて、決して高いものではないと判

断をしております。これが生活給となると、その家庭、家庭によって違うところ出てく

るのは承知しておりますが、基本的にはその職責に応じた給与形態というものもござい

ますので、その職責に応じた給与形態の中におきまして、その職責から考えれば妥当な

ものと考えてるところでございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 改めてのお伺いでございますが、ただいまの御答弁の中で、いわ

ゆるその生活給としての意味合いが強いというような御答弁もありながら、ただいまの

御答弁ではいわゆるその職責を鑑みた額だということでございますので、こちらいわゆ

る町長に定められている給与といわゆる手当というものにつきまして、月額でしたら７

４万７ ,０００円でしたか、こちらにつきまして、どちらなんですか。その生活給として

の意味合いが強いのか、それとも職責に応じた金額というようなものの認識なのか、ど

ちらなんでしょうか。ちょっと改めてそちらについては明快な御答弁を求めるものでご

ざいます。  

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） ただいまの御質問でございます。  

こちらにつきましては、一般職の職員給与につきましてもその職責に応じて等級等ご

ざいまして、生活給としての意味合いが強いですけれども、そういう形で支給をさせて

いただいております。町長、副町長、教育長、特別職においても、そういった観点から

その役職、職責に応じて、生活給としての意味合いが強いと考えておりますが、その役

職による給与の傾斜というのも当然ございますので、そちらから鑑みた内容での答弁で

あったということでお伝えしたいと思います。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほかございませんか。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

 まず、原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員、御登壇ください。  

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する

条例の一部改正について、反対の立場で討論を行ないます。 

私の認識といたしましては、常勤特別職の給与においては、いわゆる生活費の意味合

いというものよりも、一般職の給与とは異なるその職責の特殊性に応じて定められるべ

きものであり、一般職の給与とはおのずとその性格は異なるものであると、このように
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考えるところでございます。 

またこれらを実質上その増額と、いわゆる改定する際においては、いわゆる報酬等審

議会に諮問をすることが求められると考えるところでございます。月数の変更とはいえ

ども、実質上の増額、改定となるわけでございますから、いわゆるこの一般職の職員の

給与改定に伴って特別職の給与等についても実質上自動的に引き上げられるというよう

なことを、このような方式を採用することは極めて不適切であると考えるところでござ

います。 

特別職の報酬等の額については、これらの決定については、広く民意を反映させるた

めにも設置する特別職報酬等審議会というものについて諮問をしていく、これらをなす

ことがなく増額をしていくということは、この報酬等審議会の実効性が失われることに

もなりかねないと思料するところでございます。 

質疑の際にも述べたとおりでございますが、この昨今のコロナ禍、諸物価高で農商工

事業者、高齢者、子育て世代を含む多くの町民が疲弊する中、本提案による常勤特別職

の給与増額については、実質上、新町政が始まってから具体的成果等が何ら見受けられ

ていない中で町民理解を得ることができるとは思えず、本提案には反対をいたすもので

ございます。 

議員諸兄姉の御賛同を賜りたくお願い申し上げ、討論を閉じさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

高橋議員、御登壇ください。  

○９番（高橋利勝）〔登壇〕 議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一

部改正について賛成の立場から討論をいたします。  

まずお断りしますが、この条例の改正については、あくまでも常勤特別職の期末手当

の改正でございまして、特別職の報酬等についてはこの場で私は議論することはなじま

ないと思っています。  

そういう意味でこの常勤特別職の期末手当につきましては、後で議会としても議員報

酬及び費用弁償等の一部改正で申し上げますが、今日までこの期末手当については、議

員と議会と特別職は連携をしておりました。  

したがいまして、常勤の特別職につきましては、期末手当については、ここ近年据え

置き、さらには切り下げをし、コロナ禍など特別事情に配慮してきておりまして、現在

も継続をしています。  

したがいまして、私は今回のこの支給月数の改正があったからといって、コロナ禍等

や特別の事情に配慮していることを失うことはない、十分であるという思いもあります

ので、今回については改正のとおり０コンマ１か月切り上げることに賛成であります。  

議員各位の皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○議長（篠原義彦） これで討論を終わります。  

 これから議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを

採決いたします。 

この採決は起立によって行ないます。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立）  

○議長（篠原義彦） 起立者８人。  

よって、起立多数です。  

お座りください。  

したがって、議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正につい

ては、原案のとおり可決されました。  

 ここで暫時休憩をいたします。 

午前１０時５９分 休憩  

午前１１時１５分 再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 発議第３号  

○議長（篠原義彦） 日程第６ 発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 藤田直美議員、御登壇ください。  

○７番（藤田直美）〔登壇〕 発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを提案したいと思います。 

 令和４年１２月の期末手当から増額調整を行なうための議員発議として提出するもの

です。今回の改正による影響額については、議員１２人分で２２万２,６００円の増とい

うことになります。この提案については先ほど職員、特別職の人事院勧告に伴う増額に

呼応し、手当の増額ということになります。 

それでは、改正条文を読み上げて提案説明に代えさせていただきます。 

発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４６年条例第３号）の一部

を次のとおり改正するものとする。 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

第１条、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４６年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の２００」を「１００分の２１０」に改める。 

第２条、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 第５条第２項中「１００分の２１０」を「１００分の２０５」に改める。 
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 附則。 

 この条例中第１条の規定は令和４年１２月１日から、第２条の規定は令和５年４月１

日から施行する。 

以上、提案とさせていただきます。 

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それではお伺いをいたします。  

ただいま発議された件でございますが、改めましてこの本提案の目的と必要性、それ

らの具体的理由についてお伺いをいたします。影響額においては２２万６ ,０００円と、

失礼、２２万２ ,６００円ということで先の議案に呼応してということでございましたが、

目的また必要性とその具体的理由について改めてお伺いをいたします。  

２点目でございますが、１１月１１日の議会運営委員会において、藤田直美議員が委

員長を務めるところでございますが、これまで職員に準じて増額してきた経緯もある、

議員の場合だと成り手不足解消のために職員に準じて増額すべきだというような御趣旨

の御見解を述べられておりましたが、本提案に際してもそのようなお考えが包含された

下で御提案なされているのか、お伺いをいたします。  

また３点目でございますが、昨今のコロナ禍、諸物価高の中、いわゆる町内の農商工

事業者、いわゆる高齢者、子育て世代を含む町民においては大きな影響を受けて町民が

疲弊しているというような実情も見受けられるところでございますが、これらにおいて

町民理解というものが得られるというようなお考えなのか、その論拠と併せてお伺いを

いたします。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩します。 

午前１１時２０分 休憩  

午前１１時２７分 再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 梅村議員の質疑を許します。  

（発言するものあり）  

○議長（篠原義彦） 答弁からといたします。  

 藤田議員。  

○７番（藤田直美） この議員報酬等に関する協議については、人事院勧告が上がって

きた際、議会でもどのような対応をするかというのは議会運営委員会で審議されてきま

した。  

これは法改正後、議会運営委員会の所管としてやってきたことであります。  

私は社会情勢を鑑みて、報酬等についても減額するときは一緒に減額し、据え置きし

てきた中では、議員報酬等にもその点も配慮し今回も併せて議論し、議運で審議してき

ましたが、住民を代表して行政を担う議員の報酬にも反映させていいと思って発議をい

たしました。  
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もちろん、委員の中には様々な意見がありましたが、委員会の中で採択をさせていた

だきました。  

町民の理解という部分もありましたが、私は町民に対しても、昨今、新型コロナウイ

ルスの影響もあり、職員はもちろんですが、議員の役割や働きはこれまで以上に注目さ

れておりますし、私達議会議員は流会することなく、コロナ禍であっても通常より多く

の会議や審議を行なってきました。それぞれの議員もしっかりと務められてきていると

思います。  

優秀な人材確保についても、私はそういう部分では議員だけが下げればいいのかとい

う、いろいろ生活給の問題との考え方とかのお話も出ておりましたが、それはまた別の

議論ですので、やっぱりその職責に対する報酬として、今回の勧告に伴い反映させると

いうことで、私はその考えで発議者となり、委員の方々に賛同者となっていただきまし

た。  

その他答弁漏れがあればまた言っていただきたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。答弁漏れがあれば御指摘をというよ

うな御趣旨の発言をいただきましたので、まず１点目に私がお伺いたしたのが、本提案

の目的と必要性、その具体的理由についてお伺いをいたしました。  

２点目でございますが、１１月１１日の議会運営委員会に応じて、いわゆる議員の成

り手不足解消のためというようなことで、実質上増額となる本提案というものについて

藤田直美議員が、議会運営委員長として御見解を述べられたというところでございます

が、本提案においてもそのようなお考えが含まれた上で御提案なされているのかという

点をお伺いいたしました。  

３点目については、町民理解を得られるかという点についてお伺いしたところでござ

います。その中で、今御答弁の中で、いわゆるその報酬等についてその議運でその協議

がなされてきたということでございますが、それ改選前を含めてということなのか、い

つの議会運営委員会のことを指し示しているのか明快にお答えをいただいた上で、結論

としてどのようになっているのか、ちょっと藤田直美議員の御答弁の御趣旨が私の理解

が及びませんでしたので、改めて御答弁を求めるものでございます。  

２点目にお伺いいたしました先の議会運営委員会で藤田直美議員が述べられていた、

成り手不足解消のため職員に準じて増額というような御見解を含んだ上で御提案なされ

ているのか改めてお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 藤田議員。  

○７番（藤田直美） 目的や必要性についてですが、私は目的、先ほども申しましたよ

うに、先の委員会で言ったように人材不足という部分もありますが、社会情勢を鑑みた

ときには、優秀な人材、議員という職責に魅力を持っていただくためにも、報酬という

のは一定程度の確保は必要なのかなと思っております。  

その目安として、人事院勧告に合わせて、これまでも議会運営委員会でその発議をす

るか、内容についてするかどうかっていうのは運営委員会の所管として議論されてきた
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と思います。  

併せて町民の理解を得られるかどうかという部分の内容ですが、これからの議員、こ

れまでもそうですが、活動によるものが大きいと思いますが、私は先ほどから申し上げ

ているように、コロナ禍でより一層議員の職責というのは重大になってきている中で、

私達は数多くの会議をこなしてきていると思います。皆さん参加されて、委員会も数多

くの議論をさせていただきました。ですので、今回の増額という部分は、私は人事院勧

告に準じて反映させていいと思っています。  

あと改選前からだったのかという部分については、ちょっと意味が私も、質問の趣旨

がよくわからなかったのでもう一度お願いしたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 最後に御答弁、いわゆる質疑者に対してされた点でございますが、

議運で協議がという点でございますが、ただいまの先の答弁で私も理解がいたしました

ので、そちらについて改めてはお話しすることは差し控えたいと思います。  

最後に１点私からお伺いをいたしたいのが、いわゆる藤田議員はその人材不足という

ような御表現でただいま御答弁に立たれておりますが、議運の中ではその成り手不足だ

と、これいわゆる成り手不足イコールその今回でおっしゃってる人材不足と捉えてよろ

しいのかという点ですね。もしそうであるのであれば、今回のその提案、いわゆる人勧

に準じて議員報酬も実質上の増額をするという点について、この人材不足についてどの

ぐらい効果的、どのぐらい資するとお考えなのか、また併せてその議員の成り手不足、

議会議員に対して魅力を感じてもらうというような点について、この報酬というものが

どのぐらいのボリュームを占めると藤田議員はお考えなのかお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 藤田議員。  

○７番（藤田直美） 人材不足、成り手不足という部分では、私は成り手不足というの

は社会情勢を鑑みたときに、議員の成り手不足はどこでもあり得ることで、今後も本別

町にとっても起こりうることではないかなと思います。  

報酬に関しての審議も、これまでも改定がなくきておりますが、これからは必要にな

ってくるのではないかなと思っています。  

どれぐらいの成り手不足というのを、どれぐらいのその報酬との、どういうふうに表

せば良いのかちょっとわからないんですが、報酬に関してはもちろんそれぞれの考えが

あると思いますが、私は報酬に関しての考え方を議論するこの場ではないと思いますが、

生活給というふうな捉え方は今しておりませんが、これからはそういう部分も必要なの

かなとは思っております。ある程度の報酬がなければ、生活給ではないという考え方の

方もいらっしゃいますが、特に女性が多いのではないかなと思いますけども、生業を諦

めて議員になる方もいらっしゃる。職責に対する報酬である。議員としての考えはそれ

ぞれで、報酬に対する考えっていうのはまだそれぞれなのかなとは思っています。  

今回の増額に関しては、その社会情勢も鑑み先日の議会運営委員会でもお話ししたと

おりであります。成り手不足、人材不足というのは関係があると思っております。本別

町にも今後影響が出てくると思っております。  
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○議長（篠原義彦） ほかございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

 まず原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員、御登壇ください。  

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論を行ないます。 

そもそもいわゆる職員の給与等と性質の異なる議員報酬というものについて、この議

員報酬については、一定の役務に対する対価としての反対給付であるということから、

まったくもって給与と報酬はその性質が違うというものであります。 

先ほど発議者藤田議員の中においては、いわゆる成り手不足に資する効果的だという

ような御趣旨の御見解をお持ちだということが判明したところでございますが、これら

我々は当然提案する権限というものを持ってございますので、自らの意思で議会改革と

いうものを推し進めていくことはいくらでもできるわけであります。 

当然議員報酬というものについても、その例に漏れることはありません。 

それを積極的にせずして地方議会とは全く直接的な関係性のない、いわゆるこの人勧

というものをもって、これに対してこの人事院勧告を遵守するなどと私にとっては理解

に苦しむ御認識をお持ちの議員もいらっしゃると思料しているところでございます。 

これら議員報酬というものについては、当然のことながら報酬等審議会に諮り有識者

や町民の声を聞き、また議会議員自らが考えて議論をして、かんかんがくがくの議論を

した上で、その上で提案すべき性質のものであろうではなかろうかと考えるところでご

ざいます。 

本町の実情において、先の答弁においては本別町においても起こりうることだ、議会

議員の成り手不足というものについては起こりうることだというような御趣旨の御見解

を示されたところでございますが、近年の議会議員選挙においては定員割れや無投票と

なることが見受けられていない。さすが政争のまち本別といわれるゆえんだと私自身は

感じているところであります。本年町議会議員の選挙も終えて、よほどのことがない限

りは任期というものが４年間あるものでございますので、この提案というものが直ちに

この成り手不足への効果的なものとなりうるとは到底思えません。成り手不足を懸念す

るのであれば、現役世代や若手、子育て世代を含む女性などが参画できる真の議会改革

がなされることによってそれらをかなえることであり、報酬増というものだけが効果的

だとは私自身は到底思えません。 

私見でございますが、本別町民は財政難や人口減が顕著であるこの我が町において、

報酬が増額となるならば議会議員として成り手になるよと、このような議員を求めてい

るのではないと考えるところでございます。 

残念ながら私のもとには、議会や議会議員への評価の声、ひいては報酬等を増額すべ

きであるというような声は届いておらず、私のアンテナが低いと言われればそこまでで
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ございますが、もって時期尚早であり、改めて議会議員の中でしっかりとした議論を行

なった上で報酬等審議会に諮問をし、諮問をする等の、諮問をする手続きを町長に求め

るとしかるべき手順を踏むべきであると考えるため、本提案には反対をいたすものでご

ざいます。 

議員諸兄姉の御賛同を賜りたく、お願い申し上げ討論を閉じさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 柏崎議員、御登壇ください。  

○１１番（柏崎秀行）〔登壇〕 発議第３号に対し、賛成の立場で討論させていただきま

す。 

人事院勧告は議員報酬の増減に関係のあるものではありません。しかしながら、国の

現状に合わせ上げるときは上げる、下げるときは下げる、その目安としてきました。 

そして我々はこの３年間、コロナ禍において人事院勧告の目安にして下げて議決をし

てきました。 

上げるときはじゃあその目安に賛同しないのか。そうではないと思っています。 

これからの町議会に何とか我が町をしたいと思う若い世代に志してもらうためにも、

下げる一方では駄目だと思います。その職責を町のために果たしていただくために、先

ほど反対討論にもありましたが、上げるだけがその若い世代に志すことではないと思っ

ています。 

しかし、下げる一方の町議会の議員に誰がなりたいと思うでしょう。もっと若い世代

に、何とかこの町をしたいと思っていただけるよう、この発議第３号に賛成としたいと

思います。 

議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 高橋議員、御登壇ください。  

○９番（高橋利勝）〔登壇〕 発議第３号議会の議員の議会報酬及び費用弁償等に関する

一部改正に賛成の立場から討論をさせていただきます。  

議員報酬や期末手当は私は議員活動にする対価として支給されていると思っています。

その中でも期末手当につきましては、今日までその基準として人事院勧告に準じてまい

りました。  

しかし、本別町議会としては現在のコロナ禍等のような特別な事情があるときは配慮

し、据え置きや切り下げを行なってきました。その結果として令和３年７月現在ですが、

十勝管内の町村議会では人事院勧告に準じてきた議会の１５の町村議会は、４．４５か

月の支給がされています。しかし、本別町議会は４．１５か月分の支給となっています。  

現在コロナ禍は続いていますが、特別な事情による配慮は先ほど特別職の関係でもお

話ししてきましたが、今日でも継続されており、私は今回の人事院の給与に関する勧告

に伴い条例を改正しても特別な事情に配慮していることには変わらないと思っています。 



- 24 - 
 

これ以上の他の議会との差が広がることは、期末手当の本来の目的を損なうことにな

りかねませんので、今回の０．１か月の分の引き上げについては賛成とさせていただき

ます。  

議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 水谷議員、御登壇ください。  

○４番（水谷令子）〔登壇〕 発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について、賛成の意見を述べます。  

先に本件は、議会運営委員会で梅村議員も参加し議論が行なわれた件であり、採決が

行なわれ、発議となりました。さらに議会協議会では、梅村議員からは意見も出ず、議

論がなされませんでした。このことに強く疑問を感じます。  

人事院勧告を受け、公務員の給料の引き上げが勧告されました。期末手当、議員報酬

は基本を目安としており、このことを報酬において目安としてきたところであります。

コロナ禍においても各議員は活動を活発に行ない、町民の意見を多く反映されてきたと

ころであります。  

これによって本発議において、賛成の立場で各議員の同意をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで討論を終わります。  

 これから、発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

についてを採決します。 

この採決は起立によって行ないます。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（篠原義彦） 起立者８人。  

 よって、起立多数です。  

 お座りください。  

 したがって、発議第３号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第６４号  

○議長（篠原義彦） 日程第７ 議案第６４号令和４年度本別町一般会計補正予算（第

１５回）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 議案第６４号令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）

につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、先ほど議決をいただきました人事院勧告に伴う人件費の
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調整が主なものとなっております。  

 人事院勧告による改定の内容につきましては、先ほどの条例改正の際に説明させてい

ただいておりますので、省略をさせていただきます。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６万７ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億７ ,５３３万１ ,０００円とする内容であります。 

それでは、歳出から事項別明細書により御説明をいたします。  

６ページ、７ページをお開きください。  

２、歳出でございますが、６ページから１７ページまでの各科目にわたります２節給

料、３節職員手当等の人件費の補正につきましては、令和４年度の人事院勧告による給

与改定に伴うもので、１８ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は

省略をさせていただきます。  

なお、一般会計におけます令和４年度の人事院勧告による給与改定に伴う影響額は、

全体で６４８万５ ,０００円となっております。  

また、各特別会計及び企業会計への繰出金につきましては、人事院勧告による人件費

の調整となっております。  

次に、各科目にわたります４節共済費の補正につきましては、給与改定に伴う調整及

び標準報酬月額の改定に伴う調整となっておりまして、１８ページ、１９ページに給与

費明細書を添付しておりますので、説明は省略をさせていただきます。  

以上で歳出を終わりまして、４ページ、５ページをお開きください。  

１、歳入でありますが、１０款１項１目地方交付税４６万７ ,０００円の増額補正は、

歳入歳出の差額分を計上するものであります。  

以上、令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）の提案説明に代えさせていた

だきます。  

よろしく御審議をお願いをいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６４号令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）について採決

いたします。  

お諮りします。  
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６４号令和４年度本別町一般会計補正予算（第１５回）について

は、原案のとおり可決されました。  

ここで暫時休憩をいたします。  

午前１１時５７分 休憩  

午後 １時３０分 再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

ここで町より、午前中の議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の一部

改正についての答弁漏れがございましたので、訂正したいとの申出がありましたので、

これを許します。  

三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 午前中の議案第６３号常勤特別職の給与及び旅費に関する条

例の一部改正議案での梅村議員からの質疑中、自治省の行政局公務員部長通知の内容に

つきまして、私答弁の中で非常勤特別職の報酬について述べられていると答弁をいたし

たところでございますが、これにつきましては本町の捉えている考え方というところの

趣旨として答弁をさせていただいたものとして、補足訂正をさせていただきたいと思い

ます。  

よろしくお願いをいたします。  

○議長（篠原義彦） これで終わります。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第６５号  

○議長（篠原義彦） 日程第８ 議案第６５号令和４年度本別町国民健康保険特別会計

補正予算（第３回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

倉崎住民課長。  

○住民課長（倉崎景一） 議案第６５号令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予

算（第３回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、人事院勧告に基づきます人件費の調整が主なものでございます。  

予算書の１ページをお開き願います。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７万１ ,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億４ ,３５９万３ ,０００円とする内容であります。  

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  

 ３ページ、４ページをお開きください。  

 中段の２、歳出ですが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、２節給料の

４万８ ,０００円と、３節職員手当等の６万４ ,０００円の増額と、その下、５款保健事
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業費、３項健康管理センター事業費、２目健康管理事業費、３節職員手当等の５万７ ,

０００円の減額と、４節共済費の１万６ ,０００円の増額補正は、人事院勧告に基づく給

与制度改定及び標準報酬月額の改定によるもので、５ページ以降に給与費明細書を添付

しておりますので、説明は省略させていただきます。  

戻りまして上段の１、歳入ですが、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰

入金、３節その他一般会計繰入金の７万１ ,０００円の増額補正は、歳出で説明いたしま

した人件費の改定に伴い収支を調整するものであります。  

以上、令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）の提案説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６５号令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）に

ついてを採決いたします。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６５号令和４年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第６６号  

○議長（篠原義彦） 日程第９ 議案第６６号令和４年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第３回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

長屋保健福祉課長。  

○保健福祉課長（長屋和幸） 議案第６６号令和４年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費の調整が主な内容となっております。  

それでは、予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  
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第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８万５ ,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億７ ,９７０万２ ,０００円とする内容であります。 

それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

中段の２、歳出でありますが、３款地域支援事業費、１項１目介護予防・日常生活支

援総合事業費、３節職員手当等１万８ ,０００円、４節共済費４万５ ,０００円の減額補

正、次の段の３款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援

事業費、２節給料１万４ ,０００円の増額補正、３節職員手当等２万円、４節共済費１万

６ ,０００円の減額補正は、人事院勧告による制度改正に伴うもので、５ページ、６ペー

ジに給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきます。  

以上で歳出を終わりまして、上段の１、歳入でありますが、７款繰入金、１項他会計

繰入金、１目一般会計繰入金、２節地域支援事業繰入金８万５ ,０００円の減額補正は、

歳出で説明いたしました人事院勧告による制度改正に伴うものであります。  

以上、令和４年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）の提案説明に代え

させていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６６号令和４年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）に

ついてを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６６号令和４年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）

については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第６７号  

○議長（篠原義彦） 日程第１０ 議案第６７号令和４年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第５回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  
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前佛老人ホーム所長。  

○老人ホーム所長（前佛清治） 議案第６７号令和４年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第５回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、人事院勧告による人件費の調整が主な内容でございます。  

それでは、予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４万５ ,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億５ ,２６６万７ ,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  

 ３ページ、４ページをお開きください。  

 中段の２、歳出ですが、いずれも人事院勧告に基づく給与改定等によるもので、５ペ

ージ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきます。  

 戻りまして、上段の１、歳入ですが、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般

会計繰入金２４万５ ,０００円の減額補正は、歳出で説明しました事業執行見込みにより

調整するものであります。  

以上で、議案第６７号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第５回）

の提案説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６７号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第５回）

についてを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６７号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

５回）については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第６８号  

○議長（篠原義彦） 日程第１１ 議案第６８号令和４年度本別町簡易水道特別会計補
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正予算（第３回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 議案第６８号令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算

（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費の調整によるものであります。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５ ,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を  歳入歳出それぞれ１億２ ,３８６万２ ,０００円とする内容であります。  

それでは、事項別明細書により御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出ですが、１款１項簡易水道費、１目一般管理費、３節職員手当等４万

円の減額及び４節共済費３万５ ,０００円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の調整によ

るものです。  

５ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきま

す。  

上段の１、歳入ですが、４款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金５ ,０００円の減額

は、収支の調整によるものです。  

 以上、令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）の提案説明とさせてい

ただきます。  

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６８号令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）につい

てを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６８号令和４年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）に
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ついては、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第６９号  

○議長（篠原義彦） 日程第１２ 議案第６９号令和４年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第２回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 議案第６９号令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予

算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費の調整によるものであります。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万９ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億８ ,４３６万２ ,０００円とする内容であります。 

それでは、事項別明細書により説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出ですが、２款土木費、１項下水道費、１目下水道新設費、２節給料、

３節職員手当等、４節共済費１４万９ ,０００円の増額補正は、人事院勧告に伴う人件費

の調整によるものです。５ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は

省略させていただきます。  

上段の１、歳入ですが、５款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金１４万９ ,０００円

の増額は、収支の調整によるものです。  

以上、令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の提案説明とさせて

いただきます。  

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第６９号令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第６９号令和４年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第７０号  

○議長（篠原義彦） 日程第１３ 議案第７０号令和４年度本別町水道事業会計補正予

算（第２回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 議案第７０号令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第

２回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費の調整によるものであります。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

収益的収入及び支出。  

第２条、令和４年度本別町水道事業会計予算、以下予算という、第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正するものであります。  

収入の第１款水道事業収益、第２項営業外収益は１０万８ ,０００円増額補正し、収入

の総額を１億４ ,０４８万３ ,０００円とするものであります  

支出の第１款水道事業費、第１項営業費用は１０万８ ,０００円増額補正し、支出の総

額を１億４ ,０４８万３ ,０００円とするものであります。  

資本的収入及び支出。  

第３条、予算第４条本文括弧書中８ ,１０１万６ ,０００円を８ ,１０２万５ ,０００円に、

７ ,０３６万８ ,０００円を７ ,０３７万７ ,０００円にそれぞれ改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正するものであります。  

支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費は９ ,０００円増額補正し、支出の総額を

１億８ ,３５２万６ ,０００円とするものです。  

予算説明書の説明につきましては、収益的収入及び支出、資本的支出、いずれも人事

院勧告に伴う人件費の調整によるもので、予算説明書の説明は省略させていただきます。 

次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  

第４条、予算第１０条に定めた経費の職員給与費を人件費の調整により１１万７ ,００

０円増額補正し２ ,５６４万７ ,０００円に改めるものです。  

７ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきま

す。  

他会計からの補助金。  

第５条、予算第１１条に定めた補助金の金額を１０万８ ,０００円増額補正し１ ,４０

１万７ ,０００円に改めるものです。  

以上、令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第２回）の提案説明とさせていただ
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きます。  

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出など一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第７０号令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第２回）についてを

採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第７０号令和４年度本別町水道事業会計補正予算（第２回）につい

ては、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第７１号  

○議長（篠原義彦） 日程第１４ 議案第７１号令和４年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第５回）についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

松本病院事務長。  

○国保病院事務長（松本秀規） 議案第７１号令和４年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第５回）について、提案理由の御説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、人事院勧告による人件費の調整が主なものとなっており

ます。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 収益的収入及び支出。  

第２条、令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計予算、以下予算という、第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款病院

事業収益、第２項医業外収益を２万円減額し、収益の合計を１１億２ ,７７７万７ ,００

０円とするものです。  

支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を４９万円増額し、費用の合計を１

１億８ ,６４７万９ ,０００円とするものです。  

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  
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第３条、予算第１０条に定めた経費の金額を次のように改めるもので、第１号職員給

与費を４９万円増額し７億７ ,４５０万７ ,０００円とするものです。  

 他会計からの補助金。  

第４条、予算第１１条に定めた補助金の金額を次のように改めるもので、第３号退職

手当組合事前納付金を１万１ ,０００円増額し５９２万６ ,０００円に、第４号基礎年金

拠出金公的負担経費を３万１ ,０００円減額し１ ,７６３万９ ,０００円とするものです。  

 次に、３ページ、４ページをお開きください。  

補正予算説明書でありますが、収益的収入から御説明いたします。  

収益的収入。  

１款病院事業収益、２項医業外収益、２目他会計補助金２万円の減額は、人件費の変

更に伴う一般会計からの繰入基準の変更によるものです。  

下段の収益的支出。  

１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費４９万円の増額ですが、給与改定及び

期末勤勉手当の制度改正によるものとなっております。  

なお、給与費の増減の内訳は５ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、

説明は省略させていただきます。  

 以上、令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５回）の説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議お願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

質疑は、収益的収入及び支出など一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第７１号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５回）

についてを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第７１号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

５回）については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第７２号  
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○議長（篠原義彦） 日程第１５ 議案第７２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

三品総務課長。  

○総務課長（三品正哉） 議案第７２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の改正につきましては、第３回定例町議会におきまして議決をいただいておりま

す、本別町の休日を定める条例の一部改正によります年末年始の休日の改正に伴いまし

て、職員の勤務を要しない日につきましても、１２月２９日から翌年の１月３日までと

するため、提案するものであります。  

それでは、改正条文により説明をさせていただきます、なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。  

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第４号）の一部を次のように改

正する。  

第９条中「１２月３１日から翌年の１月５日まで」を「１２月２９日から翌年の１月

３日まで」に改める。  

附則。  

この条例は、公布の日から施行する。  

以上、議案第７２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についての提案

説明とさせていただきます。  

 よろしく御審議をお願いをいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これから議案第７２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採

決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第７２号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。  
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─────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告  

○議長（篠原義彦） これで本日の日程は全部終了しました。  

 会議を閉じます。  

 令和４年第５回本別町議会臨時会を閉会します。  

 御苦労さまでございました。  

閉会宣告（午後 ２時００分）  
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